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令和５年度(2023年度)化学物質環境実態調査結果の活用状況 

 

令和７年１２月２４日 

環境保健部化学物質安全課 

 

 

令和５年度の化学物質環境実態調査の結果は、第３０回化学物質評価専門委員会

の評価を経て、令和６年度版の「化学物質と環境」として公表した。 

令和５年度の初期環境調査及び詳細環境調査の結果概要と要望部署における調

査結果の活用状況は、それぞれ別表１及び２のとおりである。 
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（別表１）令和５年度初期環境調査の結果概要と要望部署における活用状況 

 

調査 

[No.] 
調査対象物質 媒体 

検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出範囲 
検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における 

調査結果の活用状況 

[1] エストラジオール類 

[1-1] 17β- エ

ストラジオール 

水質 検出 18/31 nd～15 

ng/L 

0.088 

ng/L 

EXTEND 

EXTEND を実施する上

で、ばく露情報等が不足し

ているため。 

内分泌かく乱作用

に関するプログラム

（ 現 在 は

EXTEND2022）におい

て、本物質を対象と

してメダカ拡張１世

代繁殖試験（MEOGRT）

を実施しており、本

調査結果と合わせ、

リスク評価の必要性

を検討した。 

[1-2] 

1,3,5(10) エ ス

トラトリエン

-3-オール-17-

オン （別名：

エストロン） 

水質 検出 31/31 0.13～200 

ng/L 

0.004

8 ng/L 

[1-3] 17α- エ

チニルエストラ

ジオール 

水質 検出 3/27 nd～

0.21 

ng/L 

0.046 

ng/L 

[1-4] 16α- ヒ

ドロキシエスト

ラ ジ オ ー ル 

（別名：エスト

リオール） 

水質 検出 16/30 nd～

0.47 

ng/L 

0.055 

ng/L 

本調査結果を踏ま

え、EXTEND2022 にお

いて試験候補物質を

選定するための「化

学物質の内分泌かく

乱作用に関連する報

告の信頼性評価」の

対象物質として選定

した。 

[2] 2,4-キシレノー

ル 

水質 検出 34/36 nd～27 

ng/L 

0.88 

ng/L 

化管法 

令和 2 年度の化管法の

見直しでは継続して化管

法対象物質となったが、近

年に実態調査がなされて

いなかったため、環境実態

調査を行い、その結果によ

っては次回物質見直しに

おいて指定の見直しを検

討するため。 

今後の化管法の対

象物質の見直しの議 

論に係る基礎資料と

して活用する。 
底質 検出 26/26 nd～7.6 

ng/g-dry 

0.022 

ng/g-

dry 

大気 検出 14/14 0.26～

350 

ng/m3 

0.16 

ng/m3 

[3] p-クロロフェノ

ール 

水質 検出 30/33 nd～490 

ng/L 

0.33 

ng/L 

化管法 

令和 2 年度の化管法の

見直しでは継続して化管

法対象物質となったが、近

年に実態調査がなされて

いなかったため、環境実態

調査を行い、その結果によ

っては次回物質見直しに

おいて指定の見直しを検

討するため。 

今後の化管法の対

象物質の見直しの議 

論に係る基礎資料と

して活用する。 
大気 不検

出 

0/15 nd 14 

ng/m3 

[4] 酢酸 n-プロピ

ル 

水質 不検

出 

0/28 nd 130 

ng/L 

環境リスク初期評価 

化学物質の環境リスク

初期評価を実施する上で、

ばく露情報等が不足して

いるため。 

環境リスク初期評

価の対象物質選定に

活用しているとこ

ろ。 

[5] N,N- ジ エ チ ル

-3-メチルベン

ズアミド （別

名：N,N-ジエチ

ル-m-トルアミ

ド） 

水質 検出 33/33 0.64～

59 ng/L 

0.45 

ng/L 

環境リスク初期評価 

化学物質の環境リスク

初期評価を実施する上で、

ばく露情報等が不足して

いるため。 

環境リスク初期評

価に活用し、評価結

果は第 25 次の取と

りまとめで公表する

予定である。 



 

3 
 

調査 

[No.] 
調査対象物質 媒体 

検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出範囲 
検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における 

調査結果の活用状況 

[6] 1-{2-[(2,4- ジ

クロロベンジ

ル ) オ キ

シ ]-2-(2,4- ジ

クロロフェニ

ル)エチル}-1H-
イミダゾール 

（別名：ミコナ

ゾール） 

水質 検出 18/30 nd～13 

ng/L 

0.46 

ng/L 

PPCPs 

環境中の医薬品等につ

いて環境リスク評価を検

討する上で、ばく露情報等

が不足しているため。 

本調査による検出

を受け、PPCPs に関

する調査において更

なる情報確認等を行

い、環境リスク初期

評価の実施要望を検

討する予定である。 

[7] (Z)-2-[4-(1,2-ジフェニル-1-ブテニル)フェノキシ]-N,N-ジメチルエチルアミン （別名：タモキシフェン）

及びその代謝物 

[7-1] (Z)-2-[4 
-(1,2-ジフェニ

ル-1-ブテニル)

フ ェ ノ キ

シ]-N,N-ジメチ

ルエチルアミン 

（別名：タモキ

シフェン） 

水質 検出 5/30 nd～0.076 

ng/L 

0.028 

ng/L 

PPCPs 

環境中の医薬品等につ

いて環境リスク評価を検

討する上で、ばく露情報等

が不足しているため。 

本調査による検出

を受け、PPCPs に関

する調査において更

なる情報確認等を行

い、環境リスク初期

評価の実施要望を検

討する予定である。 

[7-2] (Z)-2-[4 
-(1,2-ジフェニ

ル-1-ブテニル)

フェノキシ]-N-
メチルエチルア

ミン （別名：

N-デスメチルタ

モキシフェン） 

水質 検出 2/30 nd～0.039 

ng/L 

0.030 

ng/L 

[7-3] 4-[(Z)-1 
-[4-[2-(ジメチ

ルアミノ)エト

キ シ ] フ ェ ニ

ル]-2-フェニル

-1-ブテニル]フ

ェノール （別

名：4-ヒドロキ

シタモキシフェ

ン） 

水質 不検

出 

0/30 nd 0.030 

ng/L 

本調査で未検出で

あったため、現時点

では環境リスク評価

を実施する優先度は

低いと判断した。 

[7-4] 4-[(Z)-1 
-[4- [2-(メチ

ルアミノ)エト

キ シ ] フ ェ ニ

ル]-2-フェニル

-1-ブテニル]フ

ェノール （別

名：4-エンドキ

シフェン） 

水質 不検

出 

0/30 nd 0.11 

ng/L 

[8] 2-(2,4-ジフル

オ ロ フ ェ ニ

ル )-1,3- ビ ス

(1H-1,2,4-トリ

アゾール-1-イ

ル)プロパン-2-

オール  （別

名：フルコナゾ

ール） 

水質 検出 23/30 nd～66 

ng/L 

0.90 

ng/L 

PPCPs 

環境中の医薬品等につ

いて環境リスク評価を検

討する上で、ばく露情報等

が不足しているため。 

本調査による検出

を受け、PPCPs に関

する調査において更

なる情報確認等を行

い、環境リスク初期

評価の実施要望を検

討する予定である。 
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調査 

[No.] 
調査対象物質 媒体 

検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出範囲 
検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における 

調査結果の活用状況 

[9] シプロフロキサ

シン 

水質 検出 6/32 nd～3.8 

ng/L 

0.49 

ng/L 

PPCPs 

環境中の医薬品等につ

いて環境リスク評価を検

討する上で、ばく露情報等

が不足しているため。 

本調査による検出

を受け、PPCPs に関

する調査において更

なる情報確認等を行

い、環境リスク初期

評価の実施要望を検

討する予定である。 

[10] トリクロロ酢酸 水質 検出 28/38 nd～5,200 

ng/L 

31 

ng/L 

化管法 

令和 2 年度の化管法の

見直しでは第一種指定化

学物質から外された物質

であるが、ある程度の環境

排出が認められる物質で

あり、今後も継続して環境

中の存在状況を把握し、監

視する必要があるため。 

今後の化管法の対

象物質の見直しの議 

論に係る基礎資料と

して活用する。 

[11] ヘキサメチレン

ジアミン 

水質 検出 7/30 nd～

220,000 

ng/L 

6.4 

ng/L 

化管法 

令和 2 年度の化管法の

見直しでは継続して化管

法対象物質となったが、近

年に実態調査がなされて

いなかったため、環境実態

調査を行い、その結果によ

っては次回物質見直しに

おいて指定の見直しを検

討するため。 

今後の化管法の対

象物質の見直しの議 

論に係る基礎資料と

して活用する。 大気 検出 1/19 nd～14 

ng/m3 

1.2 

ng/m3 

[12] ベンゾフェノン 水質 検出 17/34 nd～9,500 

ng/L 

4.0 

ng/L 

化管法 

令和 2 年度の化管法の

見直しでは継続して化管

法対象物質となったが、近

年に実態調査がなされて

いなかったため、環境実態

調査を行い、その結果によ

っては次回物質見直しに

おいて指定の見直しを検

討するため。 

今後の化管法の対

象物質の見直しの議 

論に係る基礎資料と

して活用する。 

[13] メチルシクロヘ

キサン 

水質 検出 1/26 nd～26 

ng/L 

1.8 

ng/L 

環境リスク初期評価 

化学物質の環境リスク

初期評価を実施する上で、

ばく露情報等が不足して

いるため。 

環境リスク初期評

価の対象物質選定に

活用しているとこ

ろ。 

[14] メチル-tert-ブ
チルエーテル 

水質 検出 1/31 nd～7.5 

ng/L 

3.5 

ng/L 

環境リスク初期評価 

化学物質の環境リスク

初期評価の再評価の実施

を検討する上で、ばく露情

報等が不足しているため。 

環境リスク初期評

価の対象物質選定に

活用しているとこ

ろ。 

化管法： 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 
PPCPs： Pharmaceutical and Personal Care Products 
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（別表２）令和５年度詳細環境調査の結果概要と要望部署における活用状況 

 

調査 

[No.] 
調査対象物質 媒体 

検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出範囲 
検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における 

調査結果の活用状況 

[1] エチレングリコ

ールモノメチル

エーテル （別

名：2-メトキシ

エタノール） 

水質 不検

出 

0/31 nd 200 

ng/L 

環境リスク初期評価 

化学物質の環境リスク

初期評価の再評価の実施

を検討する上で、ばく露情

報等が不足しているため。 

環境リスク初期評

価の対象物質選定に

活用しているとこ

ろ。 

[2] 4,4'-ジアミノ

-3,3'-ジクロロ

ジフェニルメタ

ン  （別名：

3,3'-ジクロロ

-4,4'-ジアミノ

ジフェニルメタ

ン又は 4,4'-メ

チレンビス(2-

クロロアニリ

ン)） 

大気 不検

出 

0/13 nd 0.74 

ng/m3 

大気環境 

有害大気汚染物質に該

当する可能性がある物質

リストに選定され、化管法

に基づき集計された排出

量が多く、近年の大気媒体

での調査実績もないこと

から、環境残留実態の調査

を優先的に行い、大気にお

ける実態を把握すること

が必要とされたため。 

「有害大気汚染物

質に該当する可能性

がある物質」全 248

物質の中で、今後重

点的に情報収集や対

策の検討を行うべき

物質の優先順位付け

に活用予定である。 

[3] 4,5- ジ ク ロ ロ

-2-オクチルイ

ソ チ ア ゾ ル

-3(2H)-オン 

水質 検出 2/30 nd～5.8 

ng/L 

0.26 

ng/L 

化審法 

優先評価化学物質に指

定され第二種特定化学物

質への指定を検討する必

要があるが、近年の調査実

績がないことから、環境残

留実態の調査を優先的に

行い、環境中における実態

を把握することが必要と

されたため。 

第二種特定化学物

質への指定の検討に

あ 

たり、優先評価化学

物質のリスク評価に 

活用しているとこ

ろ。 

[4] 多環芳香族炭化水素類注 1） 

[4-1] ピレン 水質 検出 26/37 nd～20 

ng/L 

0.49 

ng/L 

化管法（[4-1]、[4-2]及び

[4-11]] 

化管法指定候補物質で

あるが、非意図的生成物で

あり近年の環境残留実態

が明らかではないため。 

 

類縁混合物リスク評価の

試行（[4-1]～[4-15]の大

気 

構造類似化合物群を対

象とする一括評価の試行

に向けて、大気中に存在す

るベンゾ[a]ピレン及びそ

の類縁化合物を対象とす

る同時分析をし、調査結果

を当該物質群の吸入曝露

による健康リスク評価の

試行に活用するため。 

今後の化管法の対

象物質の見直しの議 

論に係る基礎資料と

して活用する 

 

化学物質の複合影

響評価に関する調査

においてこの結果を

活用するとともに、

これによって得られ

た知見等を「複数化

学物質の環境リスク

評価に係るガイダン

ス」の作成に反映さ

せる。 

 

 有害大気汚染物質

優先取組物質である

ベンゾ[a]ピレンの

健康リスク評価にお

いて、その類縁化合

物である多環芳香族

炭化水素の影響を併

底質 検出 32/32 0.48～

4,500  

ng/g-dry 

0.40 

ng/g-

dry 

大気 検出 19/19 0.17～4.0 

ng/m3 

0.0024 

ng/m3 

[4-2] クリセン 水質 検出 12/37 nd～3.9 

ng/L 

0.32 

ng/L 

底質 検出 32/32 0.46～

2,300 

ng/g-dry 

0.30 

ng/g-

dry 

大気 検出 18/19 nd～1.4 

ng/m3 

0.025 

ng/m3 

[4-3] ベ ン ゾ

[a]アントラセ

ン 

大気 検出 18/19 nd～1.2 

ng/m3 

0.024 

ng/m3 

[4-4] ベ ン ゾ

[b]フルオラン

テン 

大気 検出 18/19 nd～1.1 

ng/m3 

0.022 

ng/m3 

[4-5] ベ ン ゾ

[j]フルオラン

テン 

大気 検出 18/19 nd～0.66 

ng/m3 

0.0049 

ng/m3 
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調査 

[No.] 
調査対象物質 媒体 

検出 

状況 

検出 

頻度 

（地点） 

検出範囲 
検出 

下限値 
要望理由 

要望部署における 

調査結果の活用状況 

[4-6] ベ ン ゾ

[k]フルオラン

テン 

大気 検出 18/19 nd～0.53 

ng/m3 

0.0076 

ng/m3 

せて検討するため、

本調査結果を活用す

る。 

 [4-7] ベ ン ゾ

[a]ピレン 

大気 検出 18/19 nd～0.98 

ng/m3 

0.025 

ng/m3 

[4-8] ベ ン ゾ

[e]ピレン 

大気 検出 18/19 nd～0.80 

ng/m3 

0.013 

ng/m3 

[4-9] ジベンゾ

[a,h]アントラ

セン 

大気 検出 16/19 nd～0.099 

ng/m3 

0.0073 

ng/m3 

[4-10] インデ

ノ [1,2,3-c,d]
ピレン 

大気 検出 18/19 nd～0.93 

ng/m3 

0.0086 

ng/m3 

[4-11] ベンゾ

[g,h,i]ペリレ

ン 

水質 検出 8/37 nd～5.2 

ng/L 

0.35 

ng/L 

底質 検出 32/32 0.55～

3,400 

ng/g-dry 

0.21 

ng/g-

dry 

大気 検出 18/19 nd～1.1 

ng/m3 

0.016 

ng/m3 

[4-12] ジベン

ゾ[a,e]ピレン 

大気 検出 16/19 nd～0.21 

ng/m3 

0.011 

ng/m3 

[4-13] ジベン

ゾ[a,h]ピレン 

大気 検出 6/6 0.0031～

0.017 

ng/m3 

0.0019 

ng/m3 

[4-14] ジベン

ゾ[a,i]ピレン 

大気 検出 6/6 0.0031～

0.025 

ng/m3 

0.002

8 

ng/m3 

[4-15] ジベン

ゾ[a,l]ピレン 

大気 検出 6/6 0.012～

0.080 

ng/m3 

0.0081 

ng/m3 

[5] 2-tert-ブチル

アミノ-4-シク

ロプロピルアミ

ノ-6-メチルチ

オ -1,3,5-トリ

アジン  （別

名：N'-tert-ブ
チル-N-シクロ

プロピル-6-(メ

チ ル チ

オ)-1,3,5-トリ

アジン-2,4-ジ

アミン） 

水質 検出 24/35 nd～2.8 

ng/L 

0.038 

ng/L 

化審法 

優先評価化学物質に指

定され第二種特定化学物

質への指定を検討する必

要があるが、近年の調査実

績がないことから、環境残

留実態の調査を優先的に

行い、環境中における実態

を把握することが必要と

されたため。注 2） 

 

 

一般化学物質のス

クリーニング評価に

おいて、優先評価化

学物質への指定の検

討に活用している。 

 

注 1）多環芳香族炭化水素類について、水質及び底質では 3 物質を、大気では 15 物質を、それぞれ同時に採取

し、測定する分析法を用いた。このうち大気では添加回収試験の結果が妥当であると判断されなかった[4-1] 

ピレン、[4-12] ジベンゾ[a,e]ピレン、[4-13] ジベンゾ[a,h]ピレン及び[4-15] ジベンゾ[a,l]ピレンの測

定結果は、参考値として掲載した。 

注 2）要望当時は優先評価化学物質であったが、2024 年 3月 29 日に指定が取り消された。 

化審法： 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 

化管法： 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 
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